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2025 年 3 月 17 日 

各 位  

 

不動産投資信託証券発行者名 

東 京 都 港 区 赤 坂 一 丁 目 1 2 番 3 2 号  

森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人 

代表者名 執行役員          礒 部 英 之 

（コード番号：3234） 

資産運用会社名        

森ビル・インベストメントマネジメント株式会社 

代表者名 代表取締役社長    山 本 博 之 

問合せ先 総務部長兼企画部長 大 石 ひ と み 

                           （TEL.03-6234-3234） 

 

 

規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会にお

いて、規約変更及び役員選任に関し、2025 年 4月 18 日に開催予定の本投資法人の第 11 回投資主総会に

付議することにつき、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、下記事項は、本投資法人の第 11回投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

１. 規約の一部変更について 

変更の理由は以下のとおりです。 

（１） 投資主総会において権利を行使できる投資主を定めるための基準日に関して所要の変更を行

うものです。（変更案第 16 条第 1 項） 

（２） 信用組合及び信用金庫から融資を受けるにあたり、「中小企業等協同組合法」（昭和 24 年法律

第 181 号。その後の改正を含みます。）及び「信用金庫法」（昭和 26 年法律第 238 号。その後

の改正を含みます。）に基づく出資を行う必要があることから、本投資法人が借入れを行うた

めに必要な場合にはかかる出資を行うことができるよう、本投資法人の投資対象にこれらの出

資を追加するとともに、条文の整備のために必要な字句の修正を行うものです。（変更案第 31

条第 5項第 8 号、第 9 号及び第 34条第 3 項） 

（３） 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。）

及び投資法人の計算に関する規則（平成 18 年内閣府令第 47 号、その後の改正を含みます。）

の改正により「出資総額等の合計額」の定義が規定されたことに伴い、これに関連する規定を

変更するものです。（変更案第 37 条第 1項第 1 号） 

 

（規約の一部変更の詳細につきましては、添付資料「第 11 回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ

さい。） 

 

２. 役員選任について 

本投資法人の執行役員 1名（礒部 英之）及び監督役員 4名（田村 誠邦、西村 光治、石島 美也子、

北村 惠美）は、本投資法人の第 11回投資主総会の終結の時をもって任期満了となるため、執行役員

1 名及び監督役員 3名の選任についての議案を提出いたします。 

・執行役員候補者 

  山本 博之（新任）（注） 

・監督役員候補者 

  西村 光治（現任） 

石島 美也子（現任） 
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北村 惠美（現任） 
（注）執行役員候補者 山本博之は、本投資法人の資産運用会社である森ビル・インベストメントマネジメント

株式会社の代表取締役社長です。 

 

（役員選任の詳細につきましては、添付資料「第 11 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

３. 日程 

2025 年 3月 17 日 第 11 回投資主総会提出議案の役員会承認 

2025 年 4月 2 日 第 11 回投資主総会招集通知の発送（予定） 

2025 年 4月 18 日 第 11 回投資主総会開催（予定） 

 

＜添付資料＞  

・第 11 回投資主総会招集ご通知 

 

以上 

 

※本投資法人のホームページアドレス：https://www.mori-hills-reit.co.jp/ 


























